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村田町防災訓練を実施します

◆自主防災組織とは（共助）
　東日本大震災のような大災害が発生した場合、

行政だけで対応するには限界があるため、「自分

たちの地域は自分たちで

守る」という自覚、連帯

感のもとに自主的に結成

し、互いに協力しながら

防災活動を行う自主防災

組織の役割が重要になり

ます。

　町では、全 21 行政区

に自主防災組織の設立を目指しています。現在、

８行政区で自主防災組織が設立されており、防災

訓練等を実施し、地域の安全安心のための活動を

しています。

◆自分の身と家族を守る備えが大切です（自助）
①非常持ち出し品（災害時に自宅から避難する時

　に最低限必要な物）

　水、携帯食品、貴重品、救急用品、手袋、衣類、

　ラジオ、懐中電灯等

②非常備蓄品（最低７日間生活できる物）

　水、ご飯、下着、衣類、衛生用品等

③家の中の安全をチェック

　家具の転倒による被害

を防ぐため、タンスや食

器棚などの家具を固定し

たり、家具の上に物を置

かないなど安全対策をと

っておきましょう。

　特に寝室、居間、玄関

付近の家具は倒れた場合に大変危険で避難の妨げ

になります。

◆防災及び洪水ハザードマップ
　町では、防災及び洪水ハザードマップを作成し、

平成 22 年に全世帯に配布しています。また、地

区公民館等に掲示しているほか、町のホームペー

ジにも掲載しています。

　全国各地で浸水や土砂災害が多発しています。

お住まいの地区の危険性や避難場所、避難経路を

確認しておきましょう。

　ハザードマップでは指定避難所、浸水想定区域、

土砂災害の危険性がある範囲、土砂災害に対する

心得、緊急時の連絡先等が確認できます。

【問】総務課　防災班　☎８３−２１１１

　尊い命と財産が一瞬にして奪われる災害。近年、地震や豪雨などにより、全国各地で大きな被害が

出ています。

　町では、こうした自然災害に備え、関係機関相互の連携を図り、また町民の皆さんの防災意識の高

揚を目的として、防災訓練を実施します。

　今回は大雨浸水を想定し、町民の皆さんや自主防災組織、

関係機関が参加して避難訓練や炊き出し訓練など各種訓練を

行います。

　いつ起こるか分からない災害に備えるため、ぜひご参加く

ださい。

▼日時＝１１月９日（日）　午前９時〜正午（雨天決行）

▼場所＝村田第二小学校　屋体、校庭

▼訓練内容＝避難訓練、応急手当訓練、炊き出し訓練など 【昨年の防災訓練の様子】
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　平成 25 年度の各種会計の決算が、９月
定例会で認定されました。
　町にどれくらいの収入があって（歳入）、
そのお金がどのように使われたのか（歳
出）、平成 25 年度の決算状況について、一
般会計を中心に概要をお知らせします。詳
しくは、町のホームページをご覧ください。
　
財政運営について
　町財政の柱となる一般会計の決算額は、
歳入総額 62 億 5,141 万円、歳出総額 59
億 3,443 万円となり、歳入・歳出の差し引
き額は３億 1,698 万円の黒字決算になりま
した。
　平成 24 年度と比べ歳入では２億 9,024
万円の減、歳出では 9,907 万円の減となっ
ています。
　歳入が減った主な要因は、地方交付税、
国庫支出金の減によるものです。また歳
出減は、災害復旧事業費の減が主な要因と
なっています

各種会計決算状況

歳入総額 歳出総額

特別会計 33億6,574万円 32億4,635万円

企業会計 5億4,668万円 7億7,569万円

平成25年度　決算

●歳入62億5,141万円

●歳出59億3,443万円

地方譲与税                       7,318万円
自動車取得税交付金           2,830万円
地方特例交付金                    332万円
ゴルフ場利用税交付金        1,161万円
利子割交付金                       209万円　
交通安全対策特別交付金        191万円
配当割交付金                       253万円
株式等譲渡所得割交付金        365万円
                                             2.1%

町　債
4億9,340万円  7.9%

繰入金
1億192万円　1.6%

県支出金
3億4,453万円　5.5%

地方消費税交付金
1億1,981万円  1.9%

使用料及び手数料     1億665万円
分担金及び負担金       3,253万円
繰越金                 3億9,943万円
諸収入                 1億9,286万円
財産収入                   2,305万円
寄附金                           64万円
                                    12.1%

  

  

地方交付税
　20億9,506万円
　　　　　　33.5%

町　税
  13億8,822万円
　　　　　22.2%

国庫支出金
  8億2,672万円
　　　　  13.2%

労働費        947万円
商工費     8,982万円
                      1.7%

災害復旧費
5億2,938万円
　　　  8.9%

議会費
9,555万円
       1.6%

総務費
8億7,261万円
           14.7%

衛生費
6億1,780万円
           10.4%

民生費
11億1,628万円
             18.8%

農林水産業費
  2億4,239万円
　　　　  4.1%

土木費
5億5,767万円
              9.4%

消防費
2億3,443万円
　　　　4.0%

教育費
7億753万円
         11.9%

公債費
8億6,150万円
    　　 14.5%

一般会計決算額を町民１人当たりに換算すると…

●町民１人当たりに使われたお金　50万7,259円
議会費           8,167 円
　町議会の
運営に使っ
たお金です。

総務費         74,588 円
　防犯対策や交通安全、戸籍、
徴税、選挙など
町の総括的な
事務に使った
お金です。

民生費         95,417 円
　社会福祉や子育て支援など
安定した社会生
活を保障するた
めに使ったお金
です。

衛生費         52,808 円
　各種健診、し尿処理、ごみ
処理など健康で
衛生的な生活環
境を保つために
使ったお金です。

農林水産業費  20,719 円
　農業、林業、
畜産業の振興に
使ったお金です。

土木費         47,668 円
　道路、河川、町営住宅など
の維持管理
に使ったお
金です。

消防費         20,038 円
　防災行政無線の整備や消火
栓、防火水槽等の維
持管理、消防団活
動のために使った
お金です。

教育費         60,478 円
　幼稚園、小中
学校、社会教育
など教育全般
に使ったお金
です。

公債費       73,639 円
　国などから借り入れたお金
（町債）の返済
などに使った
お金です。

労働費・商工費     8,487 円
　労働対策や観光
の振興、商工業の
振興などに使った
お金です。

災害復旧費　45,250 円
　災害によって道路、河川、
公共施設などに生じた被害を
復旧するため
に使ったお金
です。

※町民 1 人当たりの計算は、
平成 26 年 3 月末日現在の
人口 11,699 人を基にして
います。

●町民 1 人当たりの税負担額　11万8,445円
町民税
41,400 円

固定資産税
64,463 円

軽自動車税
2,681 円

町たばこ税
9,901 円

※使われたお金と納めた町税の差額は、国・県からの補助など町税以外の収入があてられます。

一般会計決算
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　３大死亡原因である悪性新生物、心疾患、脳血
管疾患のほか、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、
肥満などは食生活や運動不足等が関係している病
気として「生活習慣病」と呼ばれています。これら
の病気の症状を早期に発見するためには、定期的
に検査を受け、健康状態を知ることが有効です。
　そして、検査結果をもとに生活習慣の改善や適切
な治療を受け、重症化を予防することが大切です。
　家庭における取り組み
①自分の健康状態を知りましょう。
②がんの早期発見に努めましょう。
③生活習慣の改善は、早めに取り組みましょう。
　具体策・健康ワンポイント
①家族みんなで定期的に体重・血圧測定を行い、

適正体重を維持しましょう。
　健康への関心を持ち、毎年健康診査を受け、健

診結果を知り、正しく理解しましょう。
②定期的に乳がんの自己検診や各種がん検診を進

んで受けましょう。
　かかりつけ医を持ち、体の不調を感じたら、早

めに受診しましょう。
③子どもの肥満など、家族みんなで生活習慣を見

直しましょう。
　生活習慣を振り返る機会として、町で実施して

いる健康相談を活用しましょう。
　また、健診結果で要再検査や要医療と指摘され

た場合は、自覚症状がなくても早めに受診しま
しょう。

　規則正しい生活習慣（正しい食習慣と運動な
ど）を心がけ、生活習慣病および予備群になら
ないようにしましょう。

※町で９月に実施した青年期健診、特定健診、後
期高齢者健診等の結果が皆さんのお手元に届い
ていますので、内容をよくご覧になり、必要が
あれば自分の生活習慣の改善や医療機関を受診
して重症化を予防しましょう。

●保健センターでは、健康相談日を設けて健診後
の健康相談を行います。ぜひ、ご利用ください。

▼相談日＝11月４日（火）、12月２日(火)
▼時　間＝午前９時〜午後３時
　　　　（電話での事前予約が必要です）

【問】保健センター　☎８３－２３１２

▼日時＝11月21日（金）午前10時〜午後３時
▼場所＝村田町役場３階ミーティングルーム
※当日は、宮城県仙南保健福祉事務所の担当者が

　相談に応じます。
【問】仙南保健福祉事務所　生活保護班
　　　☎５３－３１２２
　 　 健康福祉課　社会福祉班　☎８３－６４０２

　町で９月に実施した結核・肺がん検診を受診し
ていない方、事業所や病院等で受診したことを町
へ届出していない方を対象に検診を実施します。

（事業所や病院等で受診し、受診票を保健センタ
ーまたは健康福祉課へ未提出の方にも通知が届き
ますが、撮影済みの場合は受診する必要はありま
せん）
　また、併せて大腸がん検診も実施します。受診
していない方は、ぜひ受けていただくようお願い
します。

月　日 受付時間 会　場 対象地区

 11月6日
（木）

10:00～12:00
中央公民館 町内全地区

13:30～14:30
※結核・肺がん検診および大腸がん検診を受診す

る際は、８月下旬に配布している受診票等を使
用してください。

●結核・肺がん検診の受診票がない方は、当日受
診票を再発行します。

●大腸がん検診の受診票や検査キットがない方
は、保健センターにご連絡ください。

【問】保健センター　☎８３－２３１２

　町では、インフルエンザ予防接種費用の一部を
助成します。
▼助成対象者
・村田町に住所がある方
・接種日において65歳以上の方
・60歳以上65歳未満の方で心臓病、腎臓病もし

くは呼吸器の機能等に障害のある方（身体障害
者手帳１級をお持ちの方）

▼接種方法
・仙南管内 2 市 7 町の医療機関で接種される場合
　予診票が各医療機関に備えつけてありますの

で、事前に医療機関にお問い合わせてください。
・仙台市など仙南管内 2 市 7 町以外の医療機関で

接種される場合
　予診票および接種済証を保健センターに取りに

来てください。
▼自己負担額
　1,000 円（生活保護の方は無料）
※接種する医療機関窓口でお支払ください。
▼実施期間＝ 11 月１日〜 12 月 31 日

結核・肺がん検診および大腸がん検診
（未受診者対象）のお知らせ

健康むらた21計画（第２期）
生活習慣病の早期発見と重症化予防

元気が出る！こころとカラダのはなし

生活保護の相談窓口

高齢者の予防接種費用を助成します
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学校給食センター建設工事　安全祈願祭
　町の重点施策のひとつとして計画を進めてきた学

校給食センター建設工事の契約締結に関する議案を

９月定例議会に上程し、議会から全会一致で議決頂

き、正式に契約が締結されました。

　これを受け、10 月２日、村田町学校給食センター

建設場所（村田第二中学校　北側）で、工事の安全

祈願祭が行われました。

　町長、町議会議員、教育委員会関係者及び工事

関係者等が出席し、工事の無事と安全を祈願しま

した。

　平成 27 年２学期からの「子どもたちの笑顔が広

がるおいしい学校給食」の提供に向け、工事を進め

ていきます。

【建設概要】

●建設場所　沼辺字二丁町地内

　　　　　　（村田第二中学校　北側）

●建設構造　鉄骨造２階建

●延床面積　1107.9㎡

●提供食数　1,000食

　なお、学校給食センターの詳細については、広

報むらた12月号でお知らせします。

【問】教育総務課（中央公民館内）

　　☎８３−２０３７

　昭和 56 年５月 31 日以前に着工した木造在来

軸組構法及び枠組壁工法の戸建て木造住宅を対象

に耐震診断士を派遣し、住宅の耐震診断と耐震改

修計画作成を行います。

　診断料 148,300 円（延床面積 200 ㎡以下の場

合）のうち 145,000 円を助成します。自己負担

額 3,300 円で耐震診断を受けることができます。

　延床面積が 200 ㎡を超える場合は診断料・自

己負担額等が変わります。

　その他要件もありますので、詳しい内容はお問

い合わせください。

▼募集件数＝７件（申込多数の場合調整有）

▼申込期間＝ 11 月４日（火）〜 28 日（金）

【問・申し込み】建設課　☎８３−６４０７

○対象住宅　次に該当する住宅

（１）昭和56年５月31日以前に着工した木造在来

軸組構法又は枠組壁工法の戸建て木造住宅。

（２）町実施の耐震一般診断助成事業において上部

構造評点1.0未満の住宅で、改修工事施工後上

部構造評点1.0以上に改修又は建替え工事を

実施する住宅等。

　その他要件もありますので、詳しい内容はお問

い合わせください。

▼補助額

（１）耐震改修工事のみの場合

　　最大補助額　45万円

（２）耐震改修工事とその他改修工事を行う場合

　　最大補助額　55万円

▼募集件数＝３件（申込多数の場合調整有）

▼申込期間＝11月４日（火）〜28日（金）

【問・申し込み】建設課　☎８３−６４０７

　平成 26 年７月 15 日に提出されました、住民監

査請求について監査委員から監査結果が公表され

ましたのでお知らせいたします。

●請求の内容

　平成 26 年度村田町一般会計当初予算のうち、

学校給食センター建設事業費、総額６億 6,100 万

円の予算執行差し止め請求

●監査の結果

　本件請求については、合議により次のように決

定した。

　平成 26 年度にある学校給食センター建設事業

費（６億 6,100 万円）の予算執行の差し止めを要

求することについて、併せて、町の計画より少な

くとも 200 ㎡以上縮小し、村田町の食数に見合っ

た大きさの学校給食センターを建設することを求

めることについて、不当な事実は認められない。

よって本件請求を棄却する。

▲安全を祈願し鍬入れをする佐藤町長

住民監査請求（村田町学校給食センター建設
事業予算差し止め請求）について

木造住宅耐震診断助成事業

木造住宅耐震改修工事促進助成事業
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　村田町議会９月定例会において、村田町教育委

員として同意された髙橋郁夫氏が、教育委員会に

おいて 10 月１日に教育長として再任されました。

任期は平成 30 年９月 30 日までとなります。

平成26年度　子どもの本移動展示会
　昨年出版された児童書 200 冊を展示する「子

どもの本移動展示会」を開催します。

　児童書を選択、購入する際の参考に、ぜひ皆さ

んでご覧ください。

　

▼会期＝11月1日（土）〜23日（日）

▼場所＝歴史みらい館　エントランスホール

▼観覧料＝無料

「親から子、子から孫へ、親

子で歌いつごう日本の歌百

選」／文化庁編／東京書籍

　「歌でつながる人と心」

　今、みんなで歌える歌が消

えかかっています。そこで、

世代を超えてみんなで歌を歌

うということを復活させて、

残していく運動として、「親子で歌いつごう日本

の歌百選」を一般公募し、送られて来た 895 曲

もの中から 101 曲の歌が選考されました。

　歌の説明、歌にまつわるエピソードも感動必見

です。

※図書コーナーでは、「図書利用カード」をお持

ちの方に対して本の貸出しを行っております。

（県図書館からの貸出も利用できます。）まだ

カードをお持ちでない方は、歴史みらい館図書

カウンターにて無料で交付しておりますので、

ぜひお手続きください。

・貸出冊数：1回ひとり3冊まで

・貸出期間：貸出した日を含めて15日間

●開館時間＝午前9時〜午後5時

　　　　　　（展示室への入室は午後4時30分まで）

●11月の休館日＝4日・10日・17日・25日

【問】歴史みらい館　☎８３−６８２２

今月の歴史みらい館

▲昨年度の様子

教育委員会の人事

町内の小・中学生、村田高校生が
交通安全運動

　10月７日、町内の小・中学生、村田高校の生

徒たち100名が役場前交差点で交通安全人垣運動

を行いました。

　この運動は毎年、村田高校の生徒とＰＴＡが

実施しており、今年は町内の小・中学生のほ

か、大河原警察署や村田町交通安全協会村田支

部の方々も参加し、地域ぐるみでの交通安全運

動となりました。

　小・中学生は梨（事故なし）と村高生手作り

のしおりをドライバーに手渡し、村高生は「ス

ピードは控えめに」などと書かれたボードを手

に持ち交通安全を呼びかけました。
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子育て支援センター 11 月の予定

○わくわく移動広場　対象：未就学児

日時＝11月6日（木）　午前9時30分〜11時

場所＝村田保育所

内容＝「保育所で遊ぼう」

　親子で自由に遊んだり、保育所のお友達と一

緒に遊んだりしましょう。

持ち物＝スリッパまたは上靴

※駐車場は塩内公園駐車場をご利用ください。

○よちよち広場　対象：3 か月〜10 か月

日時＝11月14日（金）　午前10時15分〜11時

場所＝子育て支援センター

内容＝ママとベビーの「３Ｂ体操」

講師＝日本３Ｂ体操協会　公認指導者

持ち物＝バスタオル、水分補給としてミルク等

の飲み物をご持参ください。

申 込 方 法＝11月11日（火）までに子育て支援セ

ンターへ申し込んでください。（電話可）

○わんぱく広場　対象：2 歳以上

日時＝11月18日（火）午前10時15分〜11時

場所＝子育て支援センター

内容＝「リトミック」

講師＝乳幼児リトミック教室あんだんて

　　　大森　恵先生

申 込 方 法＝11月14日（金）までに子育て支援セ

ンターへ申し込んでください。（電話可）

★子育て支援センターはいつでも利用できます。

お気軽においでください。

開 館 日：月曜日〜金曜日（土・日・祝日休み）

利用時間：午前 9 時〜午後 5 時

 【問】子育て支援センター（村田児童館内）

　　　☎・　 ８３−３９０１

　高齢者や若者の契約トラブル・金融商品トラブ

ル・ネット関連トラブルなど、多様化している消

費者トラブルについて、移動消費生活相談を行い

ます。相談は無料で、秘密は厳守します。どうぞ

お気軽にご相談ください。

▼期日＝11月10日（月）

▼場所・時間

　①沼辺支所　会議室＝午前10時〜正午

　②菅生出張所　会議室＝午後２時〜４時

【問】町民生活課　総合窓口班

　 　 ☎８３−６４０１

　復興財源確保と納税の公平性確保を目指して、

宮城県と市町村が連携し、広報や催告による納税

推進、給与・預金・不動産・自動車などの差押、

捜索等の滞納処分など多様な徴収対策を集中して

実施します。

▼町税・保険料を滞納した場合、下記の手順で滞

　納整理が進められます。

督　　促 納期限まで納付されない場合には、督促状を送付
します。

延滞金 納期限の翌日から納めた日の日数に応
じて延滞金が発生します。

財産調査 滞納処分（差押等）のために金融機関、勤務先等
に預金調査や給料の支払い状況調査を行います。

財産差押 督促状を発した日から10日を経過した日までに納付さ
れない場合、調査した財産を差押えることになります。

換価処分 差押えた債権は取り立てを行い、不動産等は公売
により換価を行い、滞納税に充当します。

◎平成 25 年度　村田町の滞納処分状況

　（H25.4.1 〜 H26.3.31 まで）

差押の種類 件　数 差押の種類 件　数

預金・貯金 33 給 与 等 40

不 動 産 8 年 金 3

生 命 保 険 1 その他債権 19

注：件数＝人数（滞納処分数）　                合計104件

【問】税務課　収納班　☎８３−６４０３

　宮城県一斉滞納整理強化月間の一環として、宮

城県市町村合同公売会を開催します。宮城県及び

各市町村が税金滞納者から差し押えた動産を入札

方式とせり売り（オークション）方式にて売却い

たします。

▼日時＝ 11 月８日（土）　午前９時

▼場所＝大崎市総合体育館武道館　※入場無料

▼当日必要なもの＝①購入（買受）代金②印鑑③

身分証明書④代理で入札する場合は委任状

※当日のスケジュール等、詳細については宮城県

のホームページをご覧ください。

【問】宮城県総務部地方税徴収対策室

　 　 ☎０２２−２１１−６６８１

　　　http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/choutai/

子育て支援センターからのお知らせ

移動消費生活相談を行います

宮城県市町村合同公売会in大崎

11月・12月は宮城一斉滞納整理強化月間です
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期限内の納入をお願いします。
①固定資産税　　　　　　　　３期分
②国民健康保険税　　　　　　８期分
③介護保険料　　　　　　　　８期分
④後期高齢者医療保険料　　　５期分
⑤水道使用料　　　　　　　　11月分
⑥下水道使用料　　　　　　　11月分

【問】〈固定資産税・国保税・介護保険料・後期高齢者医療保険料〉
　　                   税務課　 　 ☎８３−６４０３
　　〈水道使用料〉水道事業所 ☎８３−２８７０
　　〈下水道使用料〉建設課     ☎８３−６４０７

　行政相談は、国や独立行政法人、特殊法人（東
日本高速道路㈱、ＮＴＴ、郵便局など）が行って
いる業務について、皆さんが持っている苦情や要
望、意見などの相談に応じ、その解決や実現のお
手伝いをするものです。
　行政相談委員はいつも自宅などで相談に応じて
いますが、今月は次の日程で行政相談所を開設し
ます。
　相談は無料で、秘密は厳守します。匿名の取扱い
もできますので、どうぞお気軽にご相談ください。
●相談所開設日
▽日時＝ 11 月 19 日（水）　午前 10 時〜正午
▽場所＝村田町役場３階ミーティングルーム

【行政相談委員】安部哲男さん
大字村田字下河原１−２０　☎８３−２３５８

　９月６日から10月５日までの測定結果の概要
は、次のとおりです。
■空間線量測定結果　　　　　　　 単位:μSv/h

測　定　場　所 回数 空間線量

村 田 町 役 場 敷 地 18 0.05 ～ 0.06

村 田 小 学 校 4 0.04 ～ 0.05

村田第二小学校・沼辺児童館 4 0.04 ～ 0.05

村 田 第 一 中 学 校 4 0.05 ～ 0.06

村 田 第 二 中 学 校 4 0.06 ～ 0.07

村 田 幼 稚 園 4 0.06 ～ 0.07

沼 辺 幼 稚 園 4 0.05 ～ 0.05

村 田 保 育 所 4 0.06 ～ 0.07

村 田 児 童 館 4 0.06 ～ 0.07
　学校等の空間線量は、校庭中央等１ヶ所の測定
値を掲載しています。
■食品等簡易放射能測定結果

区　　分 検体 基準値超過数

町 内 産 農 林 産 品 等 7 0

給食
食材

村 田 保 育 所 6 0

村 田 第 一 中 学 校 8 0
村 田 第 二 小 学 校
村 田 第 二 中 学 校 8 0

住民持込み農林産品等 20 3

　町内産のコウタケ（イノハナ）から基準値を超
える放射性セシウムが検出されました。
　個々の詳細な測定結果は、村田町ホームページ
（東日本大震災関連情報）をご覧下さい。
 【問】町民生活課　環境衛生班　☎８３−６４０１

放射線対策に関するお知らせ

平成26年11月の納税・保険料・使用料

　 守ろう！暮らしの安全・安心

消防演習を行いました
　10月５日、消防団による消防演習を実施しました。

　朝７時に白鳥神社において、佐藤町長、佐々木

消防団長をはじめ、各関係者が無火災祈願を行い

ました。

　その後、塩内グランドにおいて、規律訓練や機械

器具の点検、実地放水などの演習が行われました。

　また、今回の消防演習では、７月 27 日に開催

された「宮城県消防操法大会」に出場した選手に

よるポンプ操法が披露されました。

　演習の際には、団員や人命救助並びに消防協力

者の方々の功績をたたえ、表彰状や感謝状が贈ら

れました。

（11月９日〜15日）

「もういいかい　火を消すまでは　まあだだよ」

　これからは、空気が乾燥し火災が発生しやすい

季節となります。また、寒い時期に入るため、暖

房器具等を使用する機会も増える季節でもありま

す。火災はちょっとした不注意や油断から発生し、

皆さんの大切な命と財産を一瞬にして奪い去って

しまいます。

　火災を無くすため

には、皆さんの火災予

防の意識を高めて行

くことが不可欠です。

　暖房器具等の周りを確認し、燃える物を置かな

いようにしたり、家の周りを整理整頓するなど、

火災予防にご協力をお願いします

【問】 大河原消防署村田出張所 ☎８３−２４０８

秋季火災予防運動全国
一斉

今月の行政相談
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☎０５７０−０７０−８１０（ナビダイヤル）
※相談は無料で予約は不要です。秘密は固く守ります。

【問】仙台法務局人権擁護部
　 　 ☎０２２−２２５−５７４３
●地上デジタル放送難視対策の各種支援制度が終
了します
　国が実施している地デジ難視対策のための各種
支援制度は、平成 27 年３月末をもって終了しま
す。期限までに地デジ対策工事を完了するために
は、遅くとも本年 12 月中の申し込みが必要です。
特に冬期間は積雪の影響から工事ができない場合
があるため、早めの申し込みをお願いします。

【問】総務省　地デジコールセンター
　　 ☎０５７０−０７−０１０１
●暴力団問題等無料出張相談所
　民事介入暴力担当弁護士や警察官等が、暴力団問
題等に関する困りごと相談に応じます。相談は無料
で秘密は厳守します。安心してご相談ください。
▼日時＝ 11 月 21 日（金）午後 1 時〜 4 時
▼場所＝大河原駅前コミュニティセンター（オー

ガ）2 階研修室
【問】（公財）宮城県暴力団追放推進センター
　　　☎０２２−２１５−５０５０
　　　宮城県警察本部　暴力団対策課
　　　☎０２２−２２２−８９３０

●えずこホール　イベント情報
えずこミュージック♪アカデミーコンサート 18th
▼日時＝ 11 月 30 日（日）午後 1 時 30 分開演
▼チケット（全席自由）＝ 500 円（当日 600 円）

※発売中
えずっこひろば
▼日時＝ 11 月 5 日（水）　午前 10 時〜正午
▼日時＝えずこホール　ホワイエ
▼日時＝どなたでも　※参加費無料

【問】えずこホール　☎５２−３００４
●ことりはうすイベント情報
クリスマス・リースつくり
▼内容＝植物や木の実を使って、素敵な森のクリ

スマス・リースを作ります。
▼期日＝ 11 月 22 日（土）・23 日（日）午前 10 時〜正午
▼場所＝蔵王野鳥の森自然観察センター
▼参加費＝ 1,000 円（入館料は別途必要）
▼定員＝ 20 名（小学生以上）　※要予約
野鳥のくらしを探ろう
▼内容＝蔵王自然の家に宿泊し、バードウォッチン

グを中心にした初心者向けの野鳥観察会です。
▼期日＝ 11 月 22 日（土）午前 10 時〜 23 日（日）

正午（1 泊 2 日）※日帰りコースもあります。
▼集合時間＝午前 9 時 30 分
▼場所＝蔵王野鳥の森自然観察センター
▼参加費＝大人 2,500 円　小中学生 2,000 円

　（宿泊費、食事代、入館料及び保険料込み）
▼定員＝先着20名（小学生以上）
▼申込締切＝ 11 月 8 日（土）

【問】蔵王野鳥の森自然観察センター「ことりはうす」
　　☎０２２４−３４−１８８２　　０２２４−３４−１８７１
●『89ERS チア−ズ』親子ダンス教室を村田町で
開催します
▼日時＝ 11 月 24 日（月・祝）午前 10 時 30 分

〜 11 時 30 分（受付は午前 9 時 30 分〜）　
▼場所＝町民体育館
▼内容＝プロバスケットチーム「仙台 89」のゲー

ムを盛り上げている「89ERS チア−ズ」が講
師を務め、音楽に合わせ楽しく運動できる親子
ダンス教室。当日はタオルや手ぬぐいを使った
応援ダンス等を行う予定です。また、参加者全
員にダンスに使用する“89 ERS オリジナル手
ぬぐい”のプレゼントがあります。

▼参加対象者＝仙南２市７町に居住している幼児
（6 歳頃まで）とその保護者約 400 名　※先着順

▼参加費＝無料
▼持ち物＝室内用運動靴、飲み物（当日は動きや

すい服装でお越しください）
▼申込方法＝①住所②参加する方の氏名③年齢④

電話番号⑤当日の交通手段を明記し、ＦＡＸま
たはハガキで申し込こんでください。

▼申込締切＝ 11 月 12 日（水）必着
▼主催者＝宮城県
※参加決定者には後日、入場券ハガキを郵送します。

【問・申し込み】
〒 980 − 0014　仙台市青葉区本町 2 − 2 − 6　
朝日新聞仙台ビル７F「親子体操セミナー事務局」

（東日本朝日広告社内）
☎０２２−２６３−０１３１　　０２２−２６５−０７２８

●平成 26 年度　自衛官採用試験追加募集
▼種目＝自衛官候補生（男子）
▼受付期間＝ 11 月 28 日（金）まで
▼募集人員＝約 50 名
▼応募資格＝平成 27 年４月１日現在、18 歳以

上 27 歳未満の男子
▼試験日＝ 12月６日（土）・７日（日）の指定する１日

【問】自衛隊大河原地域事務所　☎５３−２１８５
●平成 26 年度陸上自衛隊高等工科学校生徒募集
▼受付＝11月１日（土）〜平成27年１月９日（金）
▼応募資格＝平成 27 年４月１日現在、15 歳以

上 17 歳未満の男子
▼試験日＝平成 27 年１月 24 日（土）
※高等工科学校生徒募集説明会
　日時＝ 11 月 16 日（日）午前 10 時
　場所＝大河原駅前コミュニティセンター（オーガ）１階

【問】自衛隊大河原地域事務所　☎５３−２１８５
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●エイズ・クラミジア・Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎の相談、
抗体検査
　相談・検査ともプライバシーはかたく守られ、
性感染症相談は匿名で受けられます。
＜検査＞
・感染が気になる方は原則無料。
・検査は予約が必要です。
・検査内容：問診・採血（10ml）
・検査結果は、次の検査日に来所していただき、

直接お知らせします（代理不可）。
▼日時＝ 11 月 11 日（火）・25 日（火）

エイズ・クラミジア検査：午後１時〜３時
Ｂ型・Ｃ型肝炎検査：午後３時〜４時

▼場所＝仙南保健所
＜性感染症や肝炎に関する相談＞
・電話：平日、午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分
・面接：検査日時に無料で受けられます。
【予約・問合せ】
　仙南保健所　疾病対策班　☎５３−３１２１
●骨髄バンクドナー登録
　白血病などで骨髄移植を希望する方に提供者が
見つかるよう、登録にご協力ください。
＜登録要件＞
・年齢：18 歳以上、54 歳以下の健康な方
・体重：男性 45 ㎏以上、女性 40 ㎏以上
＜登録の流れ＞
・登録の説明→問診→申込書記入→採血
▼日時＝ 11 月 11 日（火）・25 日（火）
　　　　午前９時〜 10 時
▼場所＝仙南保健所
※献血ルーム（アエル 20・ＡＯＢＡ）でも登録
　できます。

【予約・問合せ】
　仙南保健所　疾病対策班　☎５３−３１２１
●思春期・引きこもり専門相談
　思春期のトラブルや引きこもりの悩みに対し
て、精神科医や相談員による相談を行います。本
人だけでなく、家族や関係する方が相談すること
もできます（要予約）。
▼日時＝ 11月6日（木）　午後１時〜３時
▼場所＝仙南保健所

●アルコール専門相談
　アルコールの問題は、心身の健康を損ない、家
族にも大きく影響するものです。精神保健福祉士
が相談をお受けします。本人だけでなく家族が相
談することもできます（要予約）。
▼日時＝ 11 月 19 日（水）午後１時〜３時
▼場所＝仙南保健所

【予約・問合せ】
　仙南保健所　母子障害班　☎５３−３１３２
●宮城県最低賃金の改正について
　宮城県内の事業場で働くすべての労働者（臨時、
パート、アルバイト等を含む）に適用される宮城県
最低賃金が改正されました。

時間額 効力発効日

710円 平成26年10月16日

【問】宮城労働局賃金室
　　　☎０２２−２９９−８８４１
●事業主の皆さま、労働保険の加入手続きはお済
みですか

〜 11 月は労働保険適用促進強化期間です〜
　労働者（アルバイトを含む）を１人でも雇って
いる事業主は、労働保険（労災保険・雇用保険）
に加入する義務があります。（農林水産の一部の
事業は除きます。）
　労働保険は、労働者の方が安心して働ける職場
づくりと、安定した事業経営に欠かせない国が直
接管掌する保険制度です。未手続きの事業主の方
は、最寄りの労働基準監督署または公共職業安定
所にご相談ください。

【問】大河原公共職業安定所　 ☎５３−１０４２
●全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
　仙台法務局及び宮城県人権擁護委員連合会で
は、11 月 17 日（月）から 23 日（日）までの７
日間を全国一斉「女性の人権ホットライン」強化
週間と定め、時間を延長して相談電話を開設しま
す。夫やパートナーからの暴力やストーカー行為、
職場でのセクシュアル・ハラスメント、家族間で
の問題など様々な人権問題について、人権擁護委
員が電話相談に応じます。
▼開設時間

11月17日（月）〜21日（金）午前８時30分〜午後７時
11月22日（土）・23日（日）午前10時〜午後５時

11
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0日は「年金の日」です!

国民年金保険料分「控除証明書」が
　　　　　　　　　　　　　送付されます

 

　厚生労働省では、公的年金の意義や制度につ

いて理解を深めてもらうこと目的に、毎年11月

を「ねんきん月間」としていますが、新たに11

月30日を「年金の日」として定めました。

【公的年金の役割】

　老後だけではなく、障害を負ったときや、一

家の大黒柱が亡くなった場合など、想定外のリ

スクにも備えるのが公的年金です。

公
的
年
金
の
種
類

（
基
礎
年
金
）

老
齢満65歳からの生活の支えに

障
害

病気やケガで一定の障害が残ったとき
に

遺
族

配偶者に万一のことがあったとき、残
された子と妻または夫へ

　このほか、国民年金の独自給付として「死亡

一時金」「寡婦年金」があります。

【ねんきんネットをご利用ください】

　「ねんきんネット」は日本年金機構が提供す

るインターネット上のサービスです。年金記録

の確認や将来の年金額の試算、各種届出書のダ

ウンロードなどが可能です。    

　利用を始めるには、あらかじめ利用者ＩＤの

取得が必要となります。詳しくは日本年金機構

のホームページでご確認いただくか、年金事務

所へお問い合わせください。

　国民年金保険料は、納付した全額が所得税及

び住民税の社会保険料控除と認められます。 

　社会保険料控除を受けるために必要な控除証

明書は、9月30日までの国民年金保険料納付額と

年内の納付見込額が記載されたもので、11月中

に日本年金機構から納付者のかたへ送付されま

す。申告書提出のさいには必ず持参するように

してください。（詳細は来月号をご覧ください）

　なお、紛失時の再交付は時間がかかる場合もあ

りますので、失くさないよう保管してださい。

 【問】大河原年金事務所　　　　☎５１−３１１１

　　町民生活課　保険年金班　☎８３−６４０１  

　　日本年金機構ホームページ（ねんきんネット）

　　http://www.nenkin.go.jp/

　　年金相談ダイヤル（ナビダイヤル）

　　☎０５７０−０５１−１６５

　国民生活センターの年度別相談件数（平成 26 年

5月末までの登録分）が平成 26 年 9月に更新され

ました。

　全国の消費生活センターに寄せられた契約当事者

が 70 歳以上の相談件数が年々増加傾向にあり、平

成 24 年度は16 万件でしたが、平成 25 年度は 21

万件と急増し、相談全体の約 22％を占めています。

　高齢者の消費者被害がここまで増えた要因に、「電

話勧誘販売」に関する相談の増加があります。

平成16 年度から平成 25 年度までの10 年間の消費

生活相談の内容を見てみると、「訪問販売」に関す

る相談の割合は減少傾向にある一方で、「電話勧誘

販売」に関する相談の割合は、平成16 年度の 6.4％

から、平成 25 年度には 23.9％まで増加しています。

　この背景としては、電話勧誘による「健康食品の

送り付け商法」の被害が増えたことです。また、い

わゆる「劇場型勧誘」の被害も依然として多いよう

です。

【事例】還付金等詐欺

　先日、町内居住の方に役場職員を名乗る男性から

「国保税の還付があるから、手続きのため銀行口座

名を教えてほしい。」との不審電話がありました。

　「還付金詐欺」とは、役場や税務署、年金事務

所等の職員をかたり、税金の還付等に必要な手続き

を装って、被害者にＡＴＭを操作させ口座送金によ

り現金をだましとるものです。

　今回、電話を受けた方は相談に来庁され、被害

を未然に防ぐことができましたが、大河原警察署管

内では不審電話が相次いでいます。

・役場や税務署、年金事務所等が携帯電話等に

連絡し、ATM の操作方法を指示することはあ

りません。

・相手の指示する電話番号 ( ﾌﾘｰﾀｲ゙ﾔﾙ等 ) には電

話しない。

・役場や税務署、年金事務所等に確認する。

・一人で判断せず、誰かに相談する。

○消費生活相談、まずはお電話を！

・村田町消費生活センター（東庁舎４階）

 （午前９時〜午後４時 月･水･金）　☎８３−６４０１

・県大河原合同庁舎 県民サービスセンター

　午前９時〜午後４時　月〜金　　☎５２−５７００

・宮城県消費生活センター

　平日 午前９時〜午後５時　土日 午前９時〜午後４時

　☎０２２−２６１−５１６１

※祝日・年末年始はお休みです。

【問】町民生活課　総合窓口班　☎８３−６４０１
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「高齢者の消費者被害」が年間21万件に急増!

消 費 者 の 　 　 窓

国民年金ご存じですか?
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町 のようす 平成26年9月末日現在

人口････ 11,674人（±0人）
男････  5,801人（－7人）
女････  5,873人（+7人）

転入･･  29人 転出･･ 24人
出生･･    8人 死亡･･ 13人

世帯数･･･ 3,896戸（±0戸）

誕 生 お め で と う（敬称略）

おくやみ申し上げます（敬称略）

 「哀悼のことば」について
　町では町内在住の死亡された方に対し、「哀悼のこと
ば」を死亡届けの際にお渡し申し上げ、弔意を表してお
ります。
　告別式において、弔電ご披露の折にご奉読をお願いし
ております。

■このコーナーでは､結婚･誕生･死亡のお知らせを行って
います｡掲載を希望される方は､戸籍の届けでの際､窓口
にある「お知らせ依頼書」に記入し､申請してください。

村田町保健推進員会おすすめ! ヘルシー献立

11月の献立

バランスケーキ

　今月は平成25年度に実施した朝ごはんレシピコ

ンテストにおいて銅賞を受賞した作品をご紹介しま

す。

●献立名　バランスケーキ

　　　　　吉野　美智子さん（寄井）

▼一人分の材料

雪菜40ｇ　バナナ1/2本　豆腐1/4丁　ホットケーキ

ミックス100ｇ

▼作り方

①ボールにバナナ、豆腐、ゆでて刻んだ雪菜を入れ

て細かくつぶします。

②ホットケーキミックスを加えて混ぜます。

③フライパンで両面を焼き、出来上がりです。

※出来立てはふわふわ、２日目はしっとりして美味

しいです。

  献立のエネルギーは479キロカロリー

　　　　　　　　　　たんぱく質14.7ｇ　塩分1.0ｇ

【問】保健センター　☎８３−２３１２

赤ちゃん 両　親 行政区

横
よこ

山
やま

　史
し

希
き

ちゃん（寛栄・まりこ）本　町

伊
い

藤
とう

　こころちゃん （弘介・愛） 小泉西町

田
た

中
なか

　結
ゆ

月
づき

ちゃん （康史・幸子） 足立西

大
おお　まえ

前　明
あか

理
り

ちゃん （博信・麻美） 寄　井

齋
さい　とう

藤　希
の ぞ み

美ちゃん （孝博・良子） 足立東

喜び  と 悲しみ

氏　名 年　齢 世帯主 行政区

佐藤よしい （85） 俊　夫 関　場
伊藤　　　 （78） 本　人 足立東
佐山フミ子 （89） 本　人 本　郷
長谷川康夫 （76） 本　人 姥ヶ懐
佐藤とし子 （87） 義　人 足立西
齋藤ワダ子 （84） 秀　樹 菅生下
阿部としの （104） 公一郎 内　町
佐藤　千代 （99） 春　壽 本　町
齋籘　　達 （77） 本　人 本　町
平塚　靜枝 （92） 多喜子 千　塚
丹羽　智道 （62） 本　人 内　町
蛭田　春雄 （89） 川村幾子 姥ヶ懐
三浦　惠子 （67） 一　男 小泉西町
髙橋　敏明 （65） 本　人 本　町
松崎　公平 （70） 本　人 本　町
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11 霜　月霜　月
月 カレンダー町 民

11月は　　日です。11月は　　日です。161616

保健センター　☎83-2312
◆予防接種…母子健康手帳､予診票
◆乳幼児健診…母子健康手帳､バスタオル､問診票
◆1歳児お誕生相談…母子健康手帳､問診表､1回分のおやつ､

「天使の笑顔」掲載希望の方は依頼書とスナップ写真
※母子健康手帳交付（妊娠届）の際は､できるだけ本人が来所

してください。
※お子さんが感染症などにかかっている場合､次回の健康診査

日・相談日をご利用ください。
◆「食生活相談・健康相談」と「こころの健康相談」は予約制で

す。事前に健康福祉課へご連絡ください。
【社会福祉協議会　☎８３−５４２２】
◆生活相談＝毎週　水曜日（祝日を除く）
　　　　　　午後１時～４時

休日当番医

内科 中核病院村田診療所 （村　田） ☎83-2445
外科 乾医院 （柴　田） ☎56-1451
歯科 山家歯科クリニック （川　崎） ☎84-2266
薬局 アイン薬局村田店 （村　田） ☎82-1682

柴田薬局 （柴　田） ☎56-3715

内科 村田内科クリニック （村　田） ☎83-6061
外科 みやぎ県南中核病院 （大河原） ☎51-5500
歯科 さくら歯科 （大河原） ☎52-3900
薬局 やすらぎ調剤薬局 （村　田） ☎83-6890

カメイ調剤薬局大河原店 （大河原） ☎51-3121

内科 甘糟医院 （大河原） ☎53-1460
外科 みやぎ県南中核病院 （大河原） ☎51-5500
歯科 吉田歯科医院 （村　田） ☎83-2061
薬局 ひがし薬局大河原 （大河原） ☎51-3055

仙台調剤大河原西店 （大河原） ☎51-4011

内科 玉渕医院 （柴　田） ☎56-1012
外科 船岡今野病院 （柴　田） ☎54-1034
歯科 よしだ歯科医院 （柴　田） ☎57-1918
薬局 槻木中央薬局 （柴　田） ☎56-3169

すずらん薬局 （柴　田） ☎57-1322

内科 村川医院 （柴　田） ☎54-2316
外科 宮上クリニック （柴　田） ☎55-4103
歯科 和野歯科医院 （柴　田） ☎55-5126
薬局 もみの木薬局 （柴　田） ☎54-3837

川田薬局 （柴　田） ☎59-2777

内科 ふなばさま医院 （柴　田） ☎58-2220
外科 大沼胃腸科外科婦人科 （柴　田） ☎56-1441
歯科 あいはら歯科医院 （大河原） ☎53-8138
薬局 トミザワ薬局船迫店 （柴　田） ☎58-1211

かみまち薬局 （柴　田） ☎58-7380

内科 さくら小児科医院 （大河原） ☎51-5355
外科 みやぎ県南中核病院 （大河原） ☎51-5500
歯科 もり歯科クリニック （大河原） ☎52-1563
薬局 仙台調剤大河原店 （大河原） ☎51-4040

アイランド薬局 （大河原） ☎53-4189

  9 日（日曜日）

11月２ 日（日曜日）

　16  日（日曜日）

　23 日（日曜日・勤労感謝の日）

　24 日（月曜日・振替休日）

　30 日（日曜日）

　３ 日（月曜日・文化の日）

日 曜 11 月 1 日～ 11 月 30 日

11/1 土

2 日 朝のひとはき運動

3 月

4 火 食生活相談・健康相談（9：00～15：00　要予約）保健センター

5 水
すくすく離乳食教室（9：00～9：15/Ｈ26.4月・5月生）保健センター

生活相談（13:00～16:00）社会福祉協議会

6 木

7 金

8 土

9 日

10 月 母子手帳交付（13：00～15：00）保健センター

11 火 こころの健康相談（9：30～11：30　要予約）保健センター

12 水
1歳お誕生相談（9：00～9：15/Ｈ25．11月生）保健センター

生活相談（13:00～16:00）社会福祉協議会

13 木

14 金

15 土

16 日

17 月

18 火

19 水
行政相談（10:00～12:00）村田町役場

生活相談（13:00～16:00）社会福祉協議会

20 木

育児相談（9：00～10：00）保健センター

1歳6か月児健診（12：00～12：15/Ｈ25．3月・4月生）保健センター

4か月児健診（13:30～13：45/Ｈ26．7月生）保健センター

21 金

22 土

23 日

24 月

25 火 母子手帳交付（13：00～15：00）保健センター

26 水
人権相談（13:00～15:00）社会福祉協議会

生活相談（13:00～16:00）社会福祉協議会

27 木

28 金 BCG予防接種（9：00～9：30 /H26.5．1～H26.7．31）

29 土

30 日

12/1 月

2 火 食生活相談・健康相談（9：00～15：00　要予約）保健センター

3 水 2歳６か月児歯科健診（12：15～12：30/H24．4月・5月生）保健センター


